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1.鼻疽/Glanders1,2,3) 
 
 鼻疽は鼻疽菌（Burkholderia mallei）が感染することによって起きる感染症で

ある。B. mallei はグラム陰性ブドウ糖非発酵短桿菌で、べん毛をもたず運動性が

ない。主にウマ、ロバなどに感染し、宿主特異性が高い。類鼻疽菌（Burkholderia 
pseudomallei）と異なり土壌中などの環境中で菌が生存することはできない。こ

のため環境中の菌から感染が起こる B. pseudomallei と異なりこの経路による感

染はない。B. mallei は患畜の膿などからヒトへ感染することがあり、人畜共通感

染症である。B. mallei は感染症法で特定病原体第三種に指定されておりバイオセ

ーフティーレベルは BSL3 である。このため、適切な設備を有し、承認を得た機

関の BSL3 実験室でしか取り扱うことができない。B. mallei は過去に生物兵器と

して使用された経緯もあり、現在も生物兵器としての使用が懸念される菌種で

ある。CDC category B に指定される細菌である。 
ヒトでの鼻疽の発生はアメリカで 2000 年に実験室感染と考えられる 1 例があ

るが、世界的にみてもほとんど報告が無い。鼻疽に特徴的な症状はない。吸入

感染の場合には肺炎や臓器膿瘍、創傷感染の場合には皮膚膿瘍、リンパ節炎な

どを起こす。播腫性疾患でもある。症状が急速に進行し、敗血症に至った場合、

発症から数日で死亡することもある。B. pseudomallei の感染によって起こる類鼻

疽と比較して、鼻疽では化膿性膿瘍が多く見られるとされる。 
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２．検査に関する注意事項 
 
１）検体（臨床検体および臨床分離株）の取り扱い 

鼻疽が疑われる患者の検体は、血液、膿、呼吸器分泌物など様々である。検

体は防護手袋、マスクなどの保護器具を使用して取り扱い、作業は BSL2 実験室

内の安全キャビネットで行う。B. mallei は特定病原体第三種であるため、B. mallei
であると同定されたのちは 7日以内に保健所を通じて都道府県知事に届出が必

要である。また、認可された施設を持たない検査室などでは検査終了時まで一

時的に菌株を保管することができるが、厳重に密閉した上で施錠できる場所に

保管する。-80℃に保管することが望ましい。滅菌処理を行う場合には 10日以内
に処理を行わなければならない。なお、譲渡を行う場合は下記の通り公安委員

会への運搬届出書の提出が必要となる。（参考;感染症法に基づく特定病原体等の

管理規制について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kekkaku-kansenshou17
/03.html） 

鼻疽は 4 類感染症のため、診断した際は直ちに保健所に届出が必要である。

届出基準は４．参考情報に記載してあるので参照のこと。(参考 URL; 
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01-04-27.html) 
 
 
２）検体の輸送方法 
 鼻疽が疑われる臨床検体は、WHO の「感染性物質の輸送規則に関するガイダ

ンス」に基づき、国連規格の容器を用いて適切な方法で梱包する。検体はドラ

イアイス詰めで輸送することが望ましい。感染性物質であることを明示し、ゆ

うパックにて輸送する。B. mallei が疑われる臨床分離株を接種した寒天培地は常

温にて上記と同様にゆうパックで輸送する。 
 分離された菌株が B. mallei であると同定された場合には、この方法で輸送す

ることができない。感染症法に基づき特定病原体第三種の輸送規定に基づいて、

都道府県公安委員会に届出を行い、運搬証明書の交付を受けた上で輸送を行う。

（（参考 ; 感染症法に基づく特定病原体等の管理規制について URL; 
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou17/03.html）） 
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３．検査方法 
 
 B. mallei についてはヒトでの発生例、同定例が非常に少ない。B. mallei 同定の

ゴールドスタンダードは培養法であるが、B. mallei に固有の特徴が少ないため、

同定は難しいとされる。このため、培養法にシークエンシング法を併用し、

Burkholderia属であることを確認した後に、培養法から B. mallei であると同定を

行った例が報告されている 4)。 
 
 
１）培養法 
 現在、B. mallei 同定法のゴールドスタンダードは培養法である。B. mallei は 5％
羊血液寒天培地、チョコレート寒天培地 II、ミューラーヒントン培地などの、

一般に臨床材料に用いる培地で生育する。マッコンキー培地では生育しないこ

ともあり、生育する場合でも増殖が非常に遅い 5)。また類縁菌である B. 
pseudomallei の選択培地である Ashdown選択培地には生育しない。 
  培養は、好気性条件下、至適培養温度は 37℃。（31℃から 37℃までの温度で

は増殖可能）。B. mallei は培養開始 24時間後からコロニーが観察できるようにな

るが、48 時間以上かかる株もある。いずれも１週間程度で大きなコロニーとな

る（図１）。B. mallei は 42℃では増殖せず B. pseudomallei との区別ができる。ま

た、コロニー形態はスムースで皺状にはならない。グラム染色では染色が弱い。

安全ピン様の双極性を示すとされる。B. pseudomallei と異なり、培養時のにおい

はない 1,6,7)。 
 
 

図１．B. mallei のコロニー 

 
チョコレート寒天培地、37℃で培養。 
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２）生化学的性状試験 
 
 B. mallei は市販のキット API 20 NE などでは判定が不確実で、0-60%程度であ

る。 
また、自動細菌同定検査装置では通常、正確に同定ができない。生化学試験に

ついても不定であるものが多く、オキシダーゼは陽性とされる 8)が、当所で保有

する菌株 6 株についてはいずれもオキシダーゼ陰性であった。 
 
 
３）核酸検出法 
B. mallei の核酸検出法について、これまでに Real-time PCR 法 9)、Multiplex PCR
法 10)などの報告があるが、いずれも研究的なものであり、実用化の域にはいた

っていない。また、シークエンシング法についても、B. mallei を含む Burkholderia
属は遺伝子の相同性が非常に高いため、この方法のみで B. mallei と同定するの

は難しい。国立感染症研究所細菌第二部では In house method の LAMP 法を培養

法の補助として適用している。構築中の方法のため、詳細が必要な場合は 7.連
絡先まで問い合わせられたい。 
遺伝子検出法を試みる際に陽性対照として用いる DNA が必要な場合、国立感

染症研究所・細菌第二部より分与可能。7．連絡先を参照。 
 
 
４）抗体検出法 

現在ヒトに対して適用できる方法はない。 
 

 
５）誤同定について 

Burkholderia 属菌は誤同定が多い菌であり、同定には注意が必要である。特

に自動細菌同定検査装置を使用して B. mallei と結果が示された場合には、B. 
mallei は世界的に見てもヒトへの感染例はほぼ報告されていないことを考慮し、

注意深く取り扱う必要がある。また、質量分析装置による同定では基本的に

Burkholderia属までしか決定できない。 
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４．参考情報 
 
１） 届出基準 

 
３０ 鼻疽 
 
（１）  定義 

 鼻疽菌（Burkholderia mallei）による感染症である。 

（２）  臨床的特徴 
 主な感染経路は、ウマの分泌物の吸入あるいはそれらとの接触感染で

ある。潜伏期間は通常 1～14日であるが、まれに年余にわたることもあ

る。初発症状は 発熱、頭痛などであるが、重篤な敗血症性ショックを生

じやすい。特徴的な局所症状はほとんどないが、皮膚に潰瘍を形成する

こともある。また、肺炎（急性壊 死性肺炎）や肺膿瘍を発症する例もあ

る。慢性感染の場合は、皮下、筋肉、腹部臓器などに膿瘍を形成する。  

（３）  届出基準  
ア  患者（確定例） 
 医師は、（２）の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所

見から鼻疽が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、

鼻疽患者と診断した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を

直ちに行わなければならない。 
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごと

に、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。  
イ  無症状病原体保有者 
 医師は、診察した者が（２）の臨床的特徴を呈していないが、次の

表の左欄に掲げる検査方法により、鼻疽の無症状病原体保有者と診断

した場合には、法第１２条第１項の規定による届出を直ちに行わなけ

ればならない。 
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごと

に、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。  
ウ  感染症死亡者の死体 
 医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や

所見から、鼻疽が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法によ

り、鼻疽により死亡したと判断した場合には、法第１２条第１項の規

定による届出を直ちに行わなければならない。 
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごと

に、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。  
エ  感染症死亡疑い者の死体 
 医師は、（２）の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や

所見から、鼻疽により死亡したと疑われる場合には、法第１２条第１
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項の規定による届出を直ちに行わなければならない。  
 

検査方法 検査材料 

分離・同定による病原体の検出 皮膚病変組織・膿・喀痰・咽頭拭い液・

血液 PCR 法による病原体の遺伝子の

検出 
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8．改訂履歴 
 
2024年12月 
 
１．概説 記載整備 
２．検査に関する注意事項 記載整備 
３．検査方法 
  1) 培養法 コロニー像変更 
  2) 生化学的症状試験 記載整備 
  3) 核酸検出法 記載整備 
  5) 誤同定について 追記 
４．参考情報 記載整備 
６．７．執筆者、連絡先 追記 


